
 

   
 
 

   
 

 

受取代理制度を利用する際の手続 
出産予定日まで２か月以内の組合員または被扶養者がいる組合員が利用できる制度です。 

【注意事項】 

・受取代理制度を利用できる医療機関は限られています。事前に利用できるか必ず確認してください。 

・出産費・家族出産費を対象としていますが、出産費を例にして表しています。 

・出産費・家族出産費請求書（受取代理事前申請用）は、事前に所属所や当共済組合ホームページから入手してください。 

 

① 妊娠 ④ 出産

⑨差額支給
(出産に要した費用が出産
費の額を下回る場合のみ）

②「出産費・家族出産費請求書（受取代理事前申請用）」の
　受取代理人欄へ医療機関等に記入依頼

⑦出産費を支給

⑤（出産に要した費用が出産費の額を超える場合のみ）差額請求・支払

⑧組合員宛短期給付決定通知書を
　所属所経由で交付

③　②及び母子健康
手帳の写しを所属所
経由で提出

⑥出産に要した費
用の額がわかる書
類及び出生証明書
の写しを送付

共済組合

医療機関等
（病院・診療所・助産所）

組合員


